
覚 書 

 

岸和田市（以下「甲」という。）と大阪鉄工金属団地協同組合（以下「乙」と

いう。）は、別紙に表示する海岸保全区域の防潮堤及び一般公共海岸区域の旧防

潮堤（以下「本件区域」という。）のペイント（以下「工作物等」という。）に

ついて、次のとおり、合意をする。 

 

 （工作物等に関する維持管理） 

第１条 甲と乙は、工作物等に関する維持管理について、次のとおりであるこ

とを合意する。 

(1) 工作物等の維持管理は、乙の責任にて行う。甲は、乙が維持管理すること

に伴う一切の損害について、その責めを負わない。 

(2) 工作物等に破損・落書き等があった時、乙は甲に連絡し、大阪府港湾局長

から同意を受けた後、乙が速やかに修復する。 

(3) 工作物等が不要になった時、乙は甲に報告し、大阪府港湾局長が指定する

期日までに、乙が本件区域の工作物等を原状に回復する。 

２ 前項の費用は、乙の負担とする。 

 

（本件区域に関する許可申請） 

第２条 甲と乙は、本件区域に関する許可申請について、次のとおりであるこ

とを合意する。 

(1) 甲は大阪府港湾局長に対して、工作物等が存在する限り占用協議書の更新

をする。 
(2) 甲は、乙から工作物等の修復等の連絡を受けた時は、大阪府港湾局長の同

意を得る。 

(3) 甲は、乙から占用を廃止する報告を受けた時は、占用廃止届を大阪府港湾

局長に提出する。 

 

 （その他） 

第３条 本覚書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙両者で協議す

るものとする。 

 

この覚書の締結を証するために本覚書を２通作成し、甲乙記名押印の上、そ

れぞれ各一通を保管する。 
 

 



 

平成 29 年  月  日 

 

甲 岸和田市岸城町７番１号 

                   岸和田市 

岸和田市長  信貴 芳則 

 

           契約担当 産業政策課長 池内 正彰 

 

乙 岸和田市臨海町 20 番地の２ 

                   大阪鉄工金属団地協同組合 

                     代表理事 植野 正仁 


